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　体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の、先進
医療分の一部を助成します。
先進医療とは
　現在保険適用に向けて研究が行われている治療法
で、費用は自費（10割負担）となるため、治療を受
ける人の費用負担が大きくなります。
補助上限額
５万円

問 母子保健係生殖補助医療にかかる費用を助成します

　４月１日からＲＳウイルス（母子免疫）ワク
チンが定期接種になりました。妊婦が接種す
ると、母体内で作られた抗体が
胎盤を通じて胎児に移行し、出
生時からＲＳウイルスに対する
予防効果を得ることができます。
対象者
接種時点で妊娠28週０日～36週
６日の妊婦
※接種後14日以内に生まれた乳児における
有効性は確立していないことから、妊娠
38週６日までに出産を予定している場合
は医師に相談してください。

問 母子保健係

国
保
に
加
入
す
る
人

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
74
歳
ま
で
の

人
で
社
会
保
険
の
被
保
険
者
と
そ
の
扶
養

者
を
除
く
全
て
の
人
が
入
る
制
度
で
す
。

社
会
保
険
に
入
っ
て
い
な
い
人
は
国
保
に

入
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
保
加
入
は
早
め
の
手
続
き
を

　
退
職
日
か
ら
14
日
以
内
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
社
会
保

険
の
資
格
喪
失
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
早
め
に
手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

必
要
書
類

⃝

退
職
し
た
会
社
な
ど
か
ら
の
「
健
康
保

険
等
資
格
喪
失
証
明
書
」

⃝

窓
口
に
来
る
人
の
身
分
証
明
書

国
保
か
ら
脱
退
す
る
人

　
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、
国
保
か

ら
脱
退
す
る
た
め
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
と
職
場
の
健
康
保
険
料

を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
保
・
年
金
係

　
税
務
課
　
住
民
税
係
　
☎
０
９
６（
２
３
２
）４
９
１
１

必
要
書
類

⃝

新
し
い
保
険
の
資
格
取
得
日
、
保
険
者

名
、
記
号
・
番
号
が
分
か
る
も
の（
脱

退
す
る
人
全
員
分
）

⃝

窓
口
に
来
る
人
の
身
分
証
明
書

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
手
続
き
で
き
ま
す

社
会
保
険
に
加
入
で
き
ま
す
か
？

　
事
業
所
勤
務
の
人
は
社
会
保
険
に
加
入

で
き
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る
人

　
同
じ
世
帯
に
社
会
保
険
の
加
入
者
が
い

る
場
合
、
そ
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
勤
務
先
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

国
保
の
加
入
・
脱
退
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に

ＲＳウイルスワクチンが
定期接種になりました

ワクチンの種類
母子免疫ワクチン（ファイザー社の組換え
ＲＳワクチン：アブリスボ®）
接種できる医療機関
指定医療機関（町ホームページをご確認く
ださい。）
※指定医療機関以外で接種を希望する場合
は、事前に手続きが必要です。健康・保
険課までご連絡ください。
詳しくは、町ホームページを
ご確認ください。

　母子健康手帳で接種履歴を確認し、日本脳炎
の接種回数が不足している場合は接種しましょう。
接種医療機関
　町予防接種だよりに掲載しています（事前に
予約が必要です）。
持参するもの
母子健康手帳、予診票※

※予診票の交付が必要な人は、母子健康手帳を持
参し、健康・保険課で申請してください。

接種対象年齢 回数
第１期初回 生後６～90カ月

（７歳６カ月に至るまで）
２回

第１期追加 １回

第２期 ９歳以上13歳未満 １回

※特例措置
平成18年４月２日
～平成19年４月１日

生まれ
（20歳未満までの間）

１～４回
（過去の接種回数に
準じた残りの回数）

※�平成17年の積極的な接種勧奨の差し控えで、接種が受け
られなかった人の接種機会を確保するためのものです。

日本脳炎の予防接種は
お済みですか

申問 健康増進係
熱中症警戒アラートの活用を
　熱中症予防には、事前の情報収集も重要です。そ
の手段の一つとして、熱中症警戒アラートがあり、
熱中症の危険性が極めて高いと予想される日（暑さ
指数※33以上）の前日や、当日早朝に発表されます。
　また、過去に例のない危険な暑さが予想される日
の前日は、熱中症特別警戒アラートが発表されます。
　熱中症警戒アラートが発表された日は、積極的に
熱中症対策をしましょう。
※�暑さ指数とは、湿度・周囲の熱環境・気温の３つ
を取り入れた指標のことです。

クーリングシェルターの活用を
　熱中症特別警戒アラートが発表されたら、涼しい
場所へ避難してください。危険な暑さから身を守る
場所として、町が指定したクーリングシェルターを
10月21日まで開放していますので、ご利用ください。

問 健康増進係

熱中症に気をつけましょう

　所得の少ない学生が、国民年金保険料の納付を猶
予できる制度です。保険料を納めることが経済的に
困難な時は、学生納付特例を申請しましょう。
対象者
　大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、
各種学校（学校教育法で規定されている修業年限が
１年以上の課程）に在学する学生などで、本人の前
年所得が基準以下の人
【所得の基準】
128万円＋（扶養親族などの数×38万円）
申請場所
健康・保険課または、近くの年金事務所
必要書類
①年金手帳または基礎年金番号通知書
②在学期間が分かる学生証（有効期限、学年、入学
年月日の記載など）または在学証明書

③顔写真付身分証明書（写真なしの身分証明書の場
合は２種類必要）
④失業などの理由で申請を行う場合は、離職票など
の失業した事実が確認できる書類

注意事項
⃝申請後、日本年金機構から「承認通知書」または
「却下通知書」が届きます。
⃝承認期間は、４月～翌年３月の１年間です。
⃝却下通知書が届いた場合は、保険料を納付する必
要があります。
⃝４月～令和９年３月分までの申請は、４月から受
け付けを開始しています。
⃝学生納付特例制度の申請は、申請の時点から２年
１カ月前の月分までさかのぼることができますが、
申請が遅れると万一の際に障害年金などが受け取
れない場合があります。

国民年金保険料の学生納付特例
制度をご存知ですか

問 国保・年金係
　 熊本西年金事務所　☎096（353）0142
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所得の申告を忘れずに
　国保加入者は所得の申告
が必要です。申告をしない
と、国保税の軽減が受けら
れない、医療費の限度額申
請時の判定が正しくできな
い場合があります。申告し
ていない人は税務課へご相
談ください。

町ホームページ
はこちら

ＲＳウイルス
ワクチンに
ついては
こちら

先進医療を受ける場合の
医療費の考え方

7割 3割 10割
倹権検倦権検健

鍵権険権顕

倹検倦検健

鍵検権険検権顕

保険診療 先進医療分

医療保険 自己負担

先進医療分
の一部
を助成

詳しくはこちら

町ホームページはこちら

環境省のＬＩＮＥ
を友だち登録
すると通知が
受け取れます

手続きは
こちら


